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競 馬 番 組 要 綱 

 

 この要綱は、愛知県競馬組合地方競馬実施条例施行規則（以下「規則」という。) 第１９条に基づき 

競馬開催の都度発表する「競馬番組」のその他競馬の開催に必要な事項を定めるものとする。 

 なお、愛知県競馬組合（以下「愛知県」という。）営の競馬に競走馬を出走させようとする者は、本 

要綱の各条項を確認し出走させなければならない。 

 

１１１１    馬馬馬馬のののの出走回数出走回数出走回数出走回数    

  馬の出走は、原則として１開催１出走とする。 

    

２２２２    出走資格出走資格出走資格出走資格  

 次の項目の条件を満たしていなければ出走することができない。 

（１） 地方競馬全国協会の馬登録を受けたサラブレッド系（以下「サラ系」という。）の２歳から１２

歳（ダートグレード競走の交流馬は除く。）までの馬で本要綱の出走条件を満たしている馬。 

（２） 地方競馬全国協会の馬登録を受けたアラブ系（以下「アラ系」という。）の８歳から１２歳まで

の馬で本要綱の出走条件を満たしている馬。  

（３） 愛知県の弥富トレーニングセンター及び岐阜県地方競馬組合（以下「岐阜県」という。）が貸 

し付けた厩舎に在籍し、馬主と調教師間で預託契約が締結され、愛知県競馬組合管理者（以下「管

理者」という。）に届出を終了した馬。ただし、交流馬は別に定める。 

（４） 愛知県及び岐阜県（以下「東海地区」という。）の割当制度馬（初出走が東海地区の馬）で割当

頭数の範囲内で４歳の１２月末までに届出を終了した馬（以下「割当馬」という。）。 

（５） 外国産馬で輸入前競走経験のない馬。 

 

３３３３    出走資格出走資格出走資格出走資格のののの喪失喪失喪失喪失    

  次の項目に該当した馬は、出走資格を失う。 

（１） 馬に起因する出走停止処分が通算３回となった馬。 

ただし、２歳時の処分を含む場合は、通算４回となった馬。 

（２） 発走調教に関する出走停止処分が通算２回となった馬。 

ただし、２歳時の処分を含む場合は、通算３回となった馬。 

（３） 競走調教（能力支障を除く。）に関する出走停止処分が通算２回となった馬。 

ただし、２歳時の処分を含む場合は、通算３回となった馬。 

（４） 疾病再発の恐れのある馬及び馬体に著しく醜状を呈する馬。 
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（５） 片目失明した馬。ただし、競走に支障がない馬は除く。 

（６） 東海地区で出走資格を失った馬は、以後の成績に係わらず出走できない。 

    

４４４４    出走出走出走出走のののの制限制限制限制限    

  次の項目（10）を除く該当馬は、その期間が競馬開催初日にかかる場合出走できない。 

（１） 地方競馬及び中央競馬の競走において、出走停止処分を受けた馬の当該出走停止期間。 

（２） 地方競馬及び中央競馬の競走において、発走調教再審査及び競走調教再審査となった馬は２０ 

日間。 

（３） 地方競馬及び中央競馬の競走において、内因性の鼻出血を発症した馬（外傷性のものを除く。）

は、当該競走施行日から起算して２０日間、鼻出血を発症した初回の発症日から６ヶ月間に２回

目の鼻出血となった馬は３０日間、２回目の発症日から６ヶ月間に３回目の鼻出血となった馬は

６０日間。 

（４）  東海地区以外の地方競馬及び中央競馬の競走において、タイムオーバーとなった馬は２０日間。 

（５） 東海地区の競走においてタイムオーバーとなった馬は当該競走施行日から起算して２０日間若

しくは､当該開催を除く東海地区の２開催。 

（６） 休養で弥富トレーニングセンターの厩舎を退厩した馬は、再入厩後１０日間。 

（７） 地方競馬及び中央競馬の競走に出走した馬が、着順確定後に失格（規則第６６条第１項）とな

り、賞金等を返還しなければならない馬主が、管理者の指定する期日までにこれらを返還しない

ときは、その返還があるまでの間、当該馬主の所有する馬（当該馬主が持分を有する共有馬を含

む。）は出走できない。 

（８） 民事執行法の規定による差し押さえを受けている馬及び民事保全法の規定による仮押さえを受 

けている馬は、出走できない。 

（９） 禁止薬物の投与を受けた馬で指示事項にて定められた期間が経過していない馬。 

（10） 出走申込時（ＪＲＡ認定競走実施予定開催）において、未出走の２歳馬の申込頭数が８頭以下

の場合、当該開催への出走申込を受付けなかったものとする。（申込手数料は返還する。） 

    また、出走申込頭数が９頭以上の場合でも番組編成時に取消等で８頭以下になった場合は、編 

成除外馬とし、その開催の編成は行わない。（申込手数料は返還しない。） 

（11） 上記（１）については２０日間、（２）（３）については１０日間以上の期間をおいて、東海地

区の馬検査を受験し合格しなければ出走できない。 

 

５５５５    転入馬転入馬転入馬転入馬    

（１） 転入の条件（岐阜県を含む。）    
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                地方競馬又は中央競馬から愛知県へ転入しようとする馬は、次の各項目の条件を満たし、あら 

かじめ転入馬届［様式１］を提出しなければならない。ただし、在籍後、欠格事項が判明した場合

は、弥富トレーニングセンターを退厩しなければならない。 

ア サラ系馬２歳から１２歳までの出走経験のある馬。なお、アラ系馬の転入はできない。 

イ 地方競馬又は中央競馬の最終出走日後、弥富トレーニングセンターの検疫厩舎に入厩し、検疫

等所定の検査を済ませていること。 

ウ 急性又は慢性疾患のため疾病再発の恐れがなく視力が正常であり、人馬に危害を及ぼす恐れが 

ないこと。 

エ 出走停止処分（調教不十分、健康支障等馬に起因するもの）を受けていないこと。 

  ただし、調教不十分による出走停止処分後、５走した馬はこの限りではない。                     

オ 岐阜県の割当馬は、上記条件エの対象としない。 

カ 収得金額は次表により算出し、その算出合計額が下記表の転入基準額以上であること。 

率 

区     分 

２、３、４歳 ５、６歳 ７歳以上 

              地方競馬（南関東を除く。） １００％ ９０％ ８０％ 

南関東（大井、川崎、船橋、浦和の

各競馬場）及びＪＲＡ認定競走 
６０％ ４０％ ３０％ 

算 

出 

基 

準 
 
 
 ダートグレード競走及び中央競馬 ４０％ ３０％ ２０％ 

２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳 ７歳 8歳～12歳 転 
 

入 

基 

準 

額 0万円 0万円 0万円 0万円 0万円 120万円 300万円 

   

（２） 格付けは、次表に基づく。（４ページ、５ページ参照） 

ア 岐阜県からの転入馬は、岐阜県の格及び番組賞金をもって行う。 
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転入馬格付転入馬格付転入馬格付転入馬格付けけけけ表表表表 (1) 最終出走が地方競馬の所属馬 

２ 歳 ・ ３ 歳（３歳馬は 11月以降、一般を適用） 

算出合計金額 階  級 番組賞金 

０万円～  ２５０万円未満 ２歳・３歳 算出合計金額 

２５０万円以上 Ｂ級以上 一般を適用 

一           般 

算出合計金額 階  級 番組賞金 

  ０万円～   １５０万円未満 Ｃ 算出合計金額 

   １５０万円～   １７０万円未満 Ｂ １５０万円 

  １７０万円～   ２００万円未満 Ｂ １７０万円 

２００万円～   ３００万円未満 Ｂ ２００万円 

３００万円～   ４００万円未満 Ｂ ２５０万円 

４００万円～   ５００万円未満 Ａ ３００万円 

５００万円～   ６００万円未満 Ａ ３５０万円 

６００万円～   ７００万円未満 Ａ ４００万円 

７００万円～   ８００万円未満 Ａ ５００万円 

８００万円～ １，０００万円未満 Ａ ６００万円 

１，０００万円～ １，５００万円未満 Ａ ７００万円 

１，５００万円～ ２，０００万円未満 Ａ ９００万円 

２，０００万円～ ３，０００万円未満 Ａ １，２００万円 

３，０００万円～ ４，０００万円未満 Ａ １，６００万円 

４，０００万円以上 Ａ ２，０００万円 
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 転入馬格付転入馬格付転入馬格付転入馬格付けけけけ表表表表 (2) 最終出走が中央競馬の所属馬 

２ 歳 ・ ３ 歳（３歳馬は 11月以降、一般を適用） 

算出合計金額 階  級 番組賞金 

０万円 ２歳・３歳 ２０万円 

１万円～     ３０万円未満 ２歳・３歳 ３０万円 

３０万円～     ５０万円未満 ２歳・３歳 ５０万円 

５０万円～     ８０万円未満 ２歳・３歳 ８０万円 

８０万円～   １１０万円未満 ２歳・３歳  １１０万円 

１１０万円～   １５０万円未満 ２歳・３歳   １５０万円 

１５０万円～   １８０万円未満 ２歳・３歳 １８０万円 

１８０万円～   ２２０万円未満 ２歳・３歳  ２２０万円 

２２０万円～   ２５０万円未満 ２歳・３歳  ２４０万円 

２５０万円以上 Ｂ級以上 一般を適用 

一           般 

算出合計金額 階  級 番組賞金 

０万円 Ｃ   ２０万円 

１万円～     ３０万円未満 Ｃ   ３０万円 

３０万円～     ５０万円未満 Ｃ   ５０万円 

５０万円～     ８０万円未満 Ｃ   ８０万円 

８０万円～   １１０万円未満 Ｃ    １１０万円 

１１０万円～   １５０万円未満 Ｃ     １４０万円 

１５０万円～   １７０万円未満 Ｂ   １５０万円 

１７０万円～   ２００万円未満 Ｂ  １７０万円 

２００万円～   ３００万円未満 Ｂ ２００万円 

３００万円～   ４００万円未満 Ｂ ２５０万円 

４００万円～   ５００万円未満 Ａ ３００万円 

５００万円～   ６００万円未満 Ａ ３５０万円 

６００万円～   ７００万円未満 Ａ ４００万円 

７００万円～   ８００万円未満 Ａ ５００万円 

８００万円～ １，０００万円未満 Ａ ６００万円 

１，０００万円～ １，５００万円未満 Ａ ７００万円 

１，５００万円～ ２，０００万円未満 Ａ ９００万円 

２，０００万円～ ３，０００万円未満 Ａ １，２００万円 

３，０００万円～ ４，０００万円未満 Ａ １，６００万円 

４，０００万円以上  Ａ ２，０００万円 
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（３） 馬検査 

東海地区の馬検査（馬体検査及び能力審査）に合格しなければならない。 

ただし、当組合に出走する開催の初日から遡って６ヶ月以内で、最終出走において鼻出血、

競走調教再審査及び発走調教再審査等の措置を受けていない馬は、馬検査を免除する。 

 

６６６６    再転入馬再転入馬再転入馬再転入馬のののの取扱取扱取扱取扱いいいい    

東海地区在籍馬が地方競馬又は中央競馬に転出し、１年以上（退厩日から入厩日まで）を経過し、

再び愛知県に転入する場合は転入馬扱いとし、転入条件に従い格付けを行う。 

また、１年未満に再び愛知県に転入する場合は、他競馬場で収得した賞金は、転入馬の収得賞金 

の算出と同様とし、その合計額を加算し格付けを行う。 

 

７７７７    岐阜県所属馬岐阜県所属馬岐阜県所属馬岐阜県所属馬のののの交流交流交流交流についてについてについてについて    

（１） 本要綱４（出走の制限）に該当する馬は出走できない。 

（２） １競走につき 1頭を優先出走馬とする。 

ただし、ＳＰ、Ｊｐｎ競走及び指定された競走はこの限りではない。 

（３） 格付けは、原則として岐阜県の格及び番組賞金をもって行う。 

（４） 割当馬は、未出走でも出走が可能。ただし、認定競走には出走できない。 

 

８８８８    馬検査馬検査馬検査馬検査    

（１） 馬体検査は、能力審査時に実施する。 

（２） 能力審査 

 ア 割当馬で初めて出走する２歳・３歳馬は、発走調教試験に合格しなければ東海地区の能力審査

（競走馬名が決定していること）を受験できない。 

  イ 禁止薬物の影響下にある馬の能力審査は無効とする。 

  ウ 能力審査の合格馬で理化学検査の結果、陽性となった馬は、合格を無効とする。 

  エ 競馬番組で定められた能力審査の有効期限を過ぎた馬は、能力審査を受け合格しなければ出走

できない。 

  オ 休養で弥富トレーニングセンターを退厩した馬は、再入厩後１０日間は能力審査を受験できな

い。 

  カ 階級別（転入馬を含む。）の能力審査合格タイムは次表とする。 
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階  級 距  離 合 格 タ イ ム 

２ 歳 ・ ３ 歳       ８ ０ ０ ｍ   ５６．０以内 

２          歳 １ ， ４ ０ ０ ｍ １．３９．５以内 

３          歳 １ ， ４ ０ ０ ｍ １．３８．５以内 

Ｃ          級 １ ， ４ ０ ０ ｍ １．３７．５以内 

Ｂ          級 １ ， ４ ０ ０ ｍ １．３６．５以内 

Ａ         級 １ ， ４ ０ ０ ｍ １．３５．５以内 

 

９９９９    競走競走競走競走のののの制限制限制限制限タイムタイムタイムタイム（（（（タイムオーバータイムオーバータイムオーバータイムオーバーのののの取扱取扱取扱取扱いいいい））））    

（１） 競走の制限タイムは次表とする。 

ただし、５着馬のタイムから４秒以内の馬は、この限りではない。 

（２歳・３歳競走については、５秒以内とする。） 

階  級 距  離 制限タイム 階  級 距  離 制限タイム 

８００ｍ ０．５６．０ １，３００ｍ １．３０．０ 

１，４００ｍ １．３９．５ １，４００ｍ １．３６．５ ２歳 

１，６００ｍ １．５４．０ １，６００ｍ １．５１．０ 

８００ｍ ０．５６．０ １，８００ｍ ２．０６．５ 

１，４００ｍ １．３８．５ １，９００ｍ ２．１４．０ 

１，６００ｍ １．５３．０ 

Ｂ級 

２，５００ｍ ２．５５．５ 

１，８００ｍ ２．０８．５ １，４００ｍ １．３５．５ 

３歳 

１，９００ｍ ２．１３．０ １，６００ｍ １．５０．０ 

８００ｍ ０．５５．０ １，８００ｍ ２．０５．５ 

１，３００ｍ １．３１．０ １，９００ｍ ２．１２．５ 

１，４００ｍ １．３７．５ 

Ａ級 

２，５００ｍ ２．５４．５ 

１，６００ｍ １．５２．５ 

１，８００ｍ ２．０７．０ 

Ｃ級 

１，９００ｍ ２．１５．０ 

 

 

（２） Ｊｐｎ、ＳＰ、指定交流、地区交流、ＪＲＡ認定競走（新馬戦）、Ｂ、Ｃ級の特別、選抜競走、

騎手招待、騎手選抜競走等はタイムオーバーの対象としない。 

    

10101010    番組編成番組編成番組編成番組編成についてについてについてについて    

（１） 賞金額による番組編成 

ア 出走馬の収得した賞金（１着から 5着まで）に基づき番組賞金を定め、原則としてその賞金額

の順に出走馬の編成を行う。ただし、一部のクラスの編成は番組編成委員が選定する。 

  イ 確定後の失格により着順が変更になった馬についての着順・賞金等の成績は訂正するが、番       

組編成に係る格付け及び番組賞金については当該競走で当初確定した着順をもって行う。               

    ただし、次回より訂正した着順をもって行う。 
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（２） 番組賞金の算定（東海地区統一） 

次の表に定めるところにより加算された合計額を番組賞金とする。 

 区          分 率 

普通、選抜及び特別競走で収得した賞金 １００％ 

ＪｐｎⅠ競走で収得した賞金  ２０％ 

ＪｐｎⅡ・ＪｐｎⅢ競走で収得した賞金  ３０％ 

ＳＰⅠ競走で収得した賞金  ５０％ 

ＳＰⅡ、Ⅲ競走で収得した賞金  ７０％ 

東 

海 

地 

区 

認定競走で収得した賞金  ６０％ 

ＪｐｎⅠ競走で収得した賞金  ２０％ 

ＪｐｎⅡ・ＪｐｎⅢ競走で収得した賞金  ３０％ 
他
地
区 

Ｊｐｎ競走以外の交流競走で収得した賞金  ５０％ 

ＪｐｎⅠ（ＧⅠ）競走で収得した賞金  ２０％ 中 

央 ＪｐｎⅠ（ＧⅠ）競走以外の交流競走で収得した賞金  ３０％ 

 

（３） 格付け 

    格付けは次表とする。 

階級別階級別階級別階級別のののの番番番番組賞金組賞金組賞金組賞金（（（（東海地区統一東海地区統一東海地区統一東海地区統一））））    

階  級 番 組 賞 金 

２ 歳 ２５０万円未満 

２５０万円未満 
３ 歳 

１１月以降一般階級適用 

Ｃ 級   ０万円～１５０万円未満 

Ｂ 級 １５０万円～３００万円未満 

Ａ 級 ３００万円以上 

（４） ２歳、３歳の一般階級への編入は次表とする。 

  割当馬割当馬割当馬割当馬    

サ ラ 系 生 ま れ 番 組 賞 金 控 除 額 編 入 先 

１０月までに  

２５０万円以上 
１００万円 Ｂ級以上 

３ 歳 平成２０年 

１０月までに １００万円 Ｃ級以上 

２ 歳 平成２１年 ２５０万円以上 １００万円 Ｂ級以上 
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転入馬転入馬転入馬転入馬    (1) 最終出走が地方競馬の所属馬    

サ ラ 系 生 ま れ 番 組 賞 金 控 除 額 編 入 先 

１０月までに  

２５０万円以上 
５０万円 Ｂ級以上 

３ 歳 平成２０年 

１０月までに ５０万円 Ｃ級以上 

２ 歳 平成２１年 ２５０万円以上 ５０万円 Ｂ級以上 

    

転入馬転入馬転入馬転入馬    (2) 最終出走が中央競馬の所属馬    

サ ラ 系 生 ま れ 番 組 賞 金 控 除 額  編 入 先 

１０月までに  

２５０万円以上 
なし Ｂ級以上 

３ 歳 平成２０年 

１０月までに なし Ｃ級以上 

２ 歳 平成２１年 ２５０万円以上 なし Ｂ級以上 

  ※ 東海地区割当馬が他の地方競馬又は中央競馬に転出し、再び１年未満に東海地区に転入した馬

も上記表を適用する。 

（５） 東海地区の３歳格競走は１０月までとする。 

 １１月以降、一般階級に編入する馬で控除金額以下の馬については、番組賞金０円として編入

する。    

（６） 番組賞金の調整 

  ア 番組賞金の調整は、東海地区の競走に出走した馬（サラ系Ａ級、Ｂ級、Ｃ級及びアラ系馬） 

に対して行う。 

  イ 番組賞金の調整は、年４回行う。（第６回、第１２回、第２０回、第２６回終了時点） 

  ウ 番組賞金の調整額は、A級１０％以内、B級・C級２０％以内とする。 

(ア)  調整期間内に得た番組賞金（東海地区及び他地区）が調整額以内の馬は、その差額（調整 

額―収得番組賞金）を控除する。 

(イ)  調整期間内に得た番組賞金（東海地区及び他地区）が調整額を超えた馬は、控除しない。 

(ウ)  Ａ級については１０％以内の控除率のほか、各馬の成績により番組賞金の調整を行う。 

  エ ６ヶ月以上の長期休養馬で能力審査を受けた馬は、A級１０％以内、B級・C級２０％以内と

する。 

（７） 当該競馬の編成は、出走申込時の格付け及び番組賞金をもって行う。 

（８） アラ系馬の編成について 

  ア サラ系一般階級（Ｃ級以上）に編入する。 

番組賞金の調整（控除）は５０％以内とし、その控除額を差引いたものを一般階級（Ｃ級以上）

に編入する。以降は、サラ系馬同様の取扱いとする。ただし、サラ系一般競走に編入されたアラ

系馬はＪｐｎ、指定交流及び指定した競走には出走できないものとする。                     

イ アラ系馬の編成は平成２３年をもって終了する。 
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（９） Ｊｐｎ競走、ＳＰ競走及び指定された競走について 

  ア 出走条件等については、別冊「グレード及びＳＰ競走等競馬番組」並びに各競走の実施要綱及

び実施細目にて発表する。 

  イ 同競走については、予備馬５頭を限度として選定することがある。 

  ウ 下級馬挑戦 

(ア)  下表に基づく 

競走種類 条   件 可能頭数 

Ｊｐｎ競走 （ウ） ― 

ＳＰ競走 資格条件を満たす全ての馬 ４頭 

ＪＲＡ交流（５００万条件） Ａ級３組以下の馬 ２頭 

ＪＲＡ交流（３歳未勝利） ３歳２組以下の馬 ２頭 

Ａ級１組（オープン） 各クラス全ての馬 ２頭 

各クラス１組（Ａ級は除く） 各クラスの馬のみ ２頭 

(イ)   成績上位馬を原則として番組編成委員が選定する。 

(ウ)   Ｊｐｎ競走については、全国のＪｐｎ（グレード）競走で入着経験のある馬及び交流競走

等で実績のある馬は、番組賞金下級馬であっても出走を認めることがある。 

(エ)   ＳＰ競走で選定から外れた馬を予備馬として編成することがある。 

(オ)   ＳＰ競走でトライアル競走の設定されている（東海ダービー）競走については、下級挑戦

ができない。 

（カ） 下級挑戦を希望するときは、出走申込みの際、申込用紙に明記すること。 

（キ） ＪＲＡ交流（５００万条件）競走の条件で２歳・３歳格は除く。 

（10） 負担重量について 

  ア 定義 

(ア)  定量とは馬の年齢及び性により定めるものをいう。 

(イ)  別定重量とは、馬の年齢、性、クラス、賞金額その他競馬番組等に定める事項に基づき算

出するものをいう。 

(ウ)  ハンデキャップとは競走成績等を勘案し、番組編成委員が負担すべき重量を決定するもの

をいう。 

イ 定量に区分される競走 

 牡（せん馬を含む） 牝 

         ２  歳  競  走 ５５kg ５４kg 

３ 歳 以 上     

一 般 競 走    

（２歳馬は 1㎏減） 
５６kg ５４kg 
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ＪＲＡ交流（５００万条件戦）                   ＪＲＡ交流競走（３歳未勝利戦） 

 牡（せん馬を含む） 牝  牡（せん馬を含む） 牝 

３     歳 ５５kg ５３kg ３        歳 ５６kg ５４kg 

４ 歳 以 上 ５７kg ５５kg 

 

 
 

ウ 別定重量に区分される競走〔次表以外の競走（Ｊｐｎ競走、ＳＰ競走、セレクト競走等）〕はその

都度、要綱・細目にて発表する。 

Ａ級競走 

牡（せん馬を含む） 牝 
定    量 

５６㎏ ５４㎏ 

Ａ級１組競走 

区      分 牡（せん馬を含む） 牝 

Ａ級２組の勝ち馬 ５５㎏ ５３㎏ 

Ａ級２組成績上位馬 ５４㎏ ５２㎏ 

Ａ級３組の勝ち馬 ５４㎏ ５２㎏ 

Ａ級２組の希望馬 ５４㎏ ５２㎏ 

Ａ級３組の希望馬 ５３㎏ ５２㎏ 

Ａ級４組以下の希望馬 ５２㎏ ５２㎏ 

※２歳馬は、１kg減ずる。ただし、５２kgを最低負担重量とする。 

※Ａ級１組以上（他地区の重賞を含む）の勝ち馬は、次回０．５kg加増、上限２kgとする。（次回

２着以下の場合は、０．５kgを減ずる。）ただし、最低負担重量は５２kgとする。 

連続開催等でＡ級１組競走を実施しないＡ級 2組競走  

番  組  賞  金 ク ラ ス 牡（せん馬を含む）    牝    

７００万円未満    Ａ２    ５６㎏ ５４㎏ 

７００万円～ ９００万円未満    Ａ１    ５７㎏ ５５㎏ 

９００万円以上    Ａ１    ５８㎏ ５６㎏ 

※２歳馬は、１kg減ずる。ただし、５２kgを最低負担重量とする。 

    

11111111    出走投票出走投票出走投票出走投票    

（１） 競走の出走可能頭数は、開催日の前半４競走を原則として９頭以内、その他の競走は１０頭
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以内とする。 

ただし、Ｊｐｎ、ＳＰ、認定競走、騎手招待、騎手交流及び指定した競走（開催ごとの競馬番組

で発表）は、１２頭以内とする。 

なお、出走投票の結果、出走可能頭数を超えた場合は、原則として次表により出走制限馬を決 

定する。ただし、Ｊｐｎ、ＳＰ競走等は、出走制限の区分は適用しない。 

   また、出走制限馬の賞典の取扱いは抽休馬とする。 

出走制限馬の順位 区      分 

１ 岐阜県所属馬で優先出走馬（1頭）以外の馬 

２ 愛知県の競馬において連続３回最下位の馬 

３ 
愛知県の転入馬で愛知県の競馬において出走制限を受けたことが 
なく出走回数の多い馬 

４ 
愛知県の競馬において出走回数が多い馬。ただし、休養で 3ヶ月 
以上出走しなかった馬は、復帰後からの回数とする 

５ 
愛知県の前回競馬で出走していない馬及び出走制限（競走の取り 
止め等を含む。）を受けた馬 

抽選による出走制限 
上記の各区分において同条件の馬については、抽選により出走制 
限馬を決定する 

※２歳馬ＪＲＡ認定競走（セレクト）の番組賞金上位馬及び下級挑戦で選定された馬について 

   は、出走制限の対象外とする。 

（２） 出走投票の結果、出走馬が４頭以下及び認定競走は原則として８頭以下になった場合は競走を

取り止める。 

（３） 同一日に２競走以上一括編成した競走は、一括投票し分割することがある。 

   なお、一括投票により投票された馬が９頭以下の場合は、１競走とし、１４頭以下の場合は、 

２競走とする。 

ただし、認定競走においては、１７頭以下の場合は、原則として１競走とする。 

ア 一括投票の分割は、次表の順位に従って行う。 

順 位 区     分 上 位 馬 

１ 番組賞金の差異 番組賞金の多い馬 

２ 馬齢の差異 馬齢の高い馬 

３ 誕生日の差異 誕生日の早い馬 

４ 牡（せん馬も含む。）・牝の差異 牡馬 

                ただし、番組編成委員が適正な分割を認めた方法による場合は、この限りではない。 

（４） 出走投票の結果によって馬の移動並びに競走の順序を変更することがある。 

（５） 当該競馬の出走申込み後、地方競馬及び中央競馬で出走した馬は、出走投票日の午前９時 

３０分までに馬登録証を番組編成委員に提出しなければ出走できない。 
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12121212    騎手騎手騎手騎手についてについてについてについて    

（１） 競走で騎乗する時は、保護ベストを着用すること。（保護ベストの重量を１．０㎏とする。） 

（２） 同一騎手の 1日の連続騎乗回数は、５回以内とする。 

ただし、開催執務委員長がやむを得ないと認めたとき及び出走投票の結果、競走の順序を変更

した場合はこの限りではない。 

（３） 減量騎手の取扱い 

普通競走、選抜競走、特別競走（Ｊｐｎ競走、ＳＰ競走、指定交流競走及び騎手交流競走を除

く。）に騎乗する場合の負担重量は、次表とする。 

期      間 減 量 勝 利 度 数 に よ る 減 量 

初の免許取得後 
 １年未満 

３㎏（▲） 

初の免許取得後 
 １年以上２年未満 

２㎏（△） 

初の免許取得後 
 ２年以上３年未満 

１㎏（☆） 

 
①２５勝に達した騎手は次回競馬から２㎏（△）減とする。 
 
②５０勝に達した騎手は次回競馬から１㎏（☆）減とする。 
 
③８０勝に達した騎手は次回競馬から減量しない。 

（▲）、（△）、（☆）は、それぞれの減量表示記号 

（４） 女性騎手は、免許取得後３年以上経過しても１kg（☆）減量する。 

（５） 減量の変更はその条件に達した日が属する開催直近の東海地区次開催から行う。 

（６） 新人騎手の減量解除について 

   ア 初騎乗後、２年を経過した騎手は、減量を解除することができる。 

   イ 減量解除の申請を行う騎手は、当該競馬の騎乗申込日までに申請書を管理者に提出しなけ    

ればならない。 

   ウ 減量解除後は、減量の再適用は認めない。 

（７） 他地区地方競馬騎手の取扱いについて（詳細については別途要綱で定める。） 

  ア 全ての重賞競走に騎乗ができる。 

  イ 期間限定騎手の受入について 

  （ア） １，０００勝以上の騎手１名を２ヶ月間以内。 

  （イ） 減量騎手及び制裁の多い騎手以外の騎手１名を２ヶ月間以内。 

    

13131313    そのそのそのその他他他他    

（１）  年度途中においても番組要綱を変更することがある。 

（２） そのほか定めにないものの取扱いは、その都度番組編成委員が決定する。 

附附附附則則則則                    このこのこのこの要綱要綱要綱要綱はははは、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日からからからから適用適用適用適用するするするする。。。。 


